
１．2023年度の主な変更について
① 申請方式が変わります。

② 評価項目Ⅰ.「安全性に対する法令の遵守状況」の配点
を一部変更します。

③ 評価項目Ⅱ.「事故や違反の状況」について、事故報告
書がオンライン上で提出できるようになります。

④ 評価項目Ⅲ.「安全性に対する取組の積極制」について
自認項目が変わります。

⑤ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る特例は規模を縮小
して継続します。

資料 １



① 申請⽅式が変わります。

● 「申請書作成システム」から「Ｗｅｂ申請システム」に変わります。

● ６回目更新、５回目までの更新Ｂ方式、Ｅ方式は、Ｗｅｂ申請システムに
より、オンラインで申請ができ、窓口への書類提出が不要になります。

● 新規申請、５回目までの更新Ａ方式、Ｃ方式は、Ｗｅｂ申請システムで
申請を行いますが、評価項目Ⅲ.「安全性に対する取組の積極性」の挙証
資料については、従来通り、窓口に持参または、郵送による提出が必要
です。

■ Ｗｅｂ申請システムは５月２９日より稼働予定

■ 申請日は７月１日（土）０時～７月１４日（金）２４時

■ 評価項目Ⅲ.「安全性に対する取組の積極性」の挙証書類の提出は

窓口：７月１４日（金）都道府県トラック協会の受付時間まで

郵送：７月１２日（水）都道府県トラック協会 必着



② 評価項目Ⅰ.「安全性に対する法令の遵守状況」の
配点を一部変更します。

中項目３.運行管理等の

●（７）運転日報の作成・保存 ３点→１点
●（１１）特定運転者に対する特別指導 １点→２点

中項目５．労基法等

●（４）健康診断の実施及び記録・保存 １点→３点

中項目６．運輸安全マネジメント ３点→２点

申請書類による評価から巡回指導による評価に変更



③ 評価項目Ⅱ.「事故や違反の状況」について
Ｗｅｂ申請システムで事故報告書が提出できる

ようになります。 (詳しくは２．Ｗｅｂ申請システム）

④ 評価項目Ⅲ．「安全性に対する取組の積極性」の
自認項目については、昨年までの１１項目から
４グループ１７項目からの選択制となります。

● ４つのグループから選べる項目数が決まっています。
● グループごとに基準点があります。１グループ最低１項目

の得点が必要です。
● ４つのグループ全体で基準点１２点以上の得点が必要です。

（詳しくは３.評価項目Ⅲ.「安全性に対する取組の積極性」について）


